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  史跡下寺尾官衙遺跡群・下寺尾西方遺跡保存活用計画について 

 

１ 前回（第３回部会）の審議事項 

 ・全体の構成と第Ⅲ部「重なる史跡の基本的な考え方」の内容について御意見をいただ

きました 

 ・史跡の重なりを活かす「重層整備」を軸とした整備の方向性を確認しました 

 

２ 作成の進捗状況 

 (1) 第Ⅰ・Ⅱ部の再構成 

  ・コンサルが作業中 

  ・現在事務局で内容の精査と全体調整を行っています 

(2) 新第Ⅲ部「重なる史跡の保存活用」の作成（P1～P20） 

  ・第３回部会の審議を踏まえて、旧第Ⅲ部「重なる史跡の基本的な考え方」を修正

（簡潔な表現、重複の削除、内容の集約）しました 

・それに伴い、旧第Ⅳ部「下寺尾遺跡群の保存活用」とした内容を、新第Ⅲ部「重な

る史跡の保存活用」に集約しました 

  ・新第Ⅲ部は、重なる史跡の概要（第１章）を踏まえて、重なる史跡の課題（第２

章）を抽出し、基本的な考え方（第３章３－１）につなぐという流れに整え、基本

的な考え方に基づき保存活用の各項目を構成しました（第３章３－２以降） 

  ・表１のスケジュールは仮です。 

 (3) 第Ⅳ部「重なる史跡の整備構想」の作成（P21～P27） 

  ・ 「重なる史跡の整備構想」は、旧第Ⅴ部「下寺尾遺跡群の整備構想」としたもの

を、新第Ⅲ部集約により、新第Ⅳ部として再構成しました 

  ・重なる史跡の整備の課題（現地整備の競合／現地整備のイメージが伝わりにくい／

現況の土地利用）とこれまでの部会の御審議を踏まえて、具体的な整備の内容を記

載しました 

  ・現地整備の方向性を示し、青写真を描きつつ、将来的な整備内容について検討の余

地を残すことを両立させるため、整備の見本（モデル整備案）を提示しました 
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３ 第４回部会で御審議していただきたい内容 

 (1) 新第Ⅲ部「重なる史跡の保存活用」 

ア 御審議事項 

  ・修正、集約した「重なる史跡の基本的な考え方」とそれに基づいて作成した各項目

の内容について御意見をお願いします 

  ・新第Ⅲ部の全体構成に対する御意見をお願いします 

イ 現在事務局が検討中の事項 

  ・新第Ⅲ部の第３章以降を「重なる史跡」にさらに特化して記載したほうがよいか。

現在は「保存・管理～運営・体制」といった保存活用計画書の項目で整理している

ため、新第Ⅲ部が目立ち、個々の保存活用計画である第Ⅱ部が参照されにくくなっ

ているか（←単独史跡で言えることは徹底的に排除するか） 

  ・単独史跡でもいえるが「重なる史跡」が契機となって顕在しやすくなる事項の記載 

  ・あるいは、第Ⅱ部の内容を絞り、第Ⅲ部に集約するか 

  ・「考える」史跡について、「考える」ではなく「共創」等、行動変容につなげる言葉

や「考える」の次のステップを示す言葉のほうがよいか 

 (2) 新第Ⅳ部「重なる史跡の整備構想」 

ア 御審議事項 

  ・ 「整備構想」の章立てについて御確認をお願いします 

  ・「整備構想」の具体性について御意見をお願いします 

・新第Ⅲ部との内容調整や整備基本構想、整備基本計画との切り分け等に対する御意

見をお願いいたします 

  ・重層整備を軸にしたモデル整備案等の内容に対する御意見をお願いします 

  イ 現在事務局が検討中の事項 

  ・整備の具体例を示す構成として「モデル整備案」という出し方が適切か 

  ・整備に係る実施工程（具体的なスケジュール）を示せるか（※その場合、関係部局

要調整？） 

 (3) 保存活用計画書の題目の検討 

  ア 題目 

・史跡下寺尾官衙遺跡群・史跡下寺尾西方遺跡保存活用計画 

  ・下寺尾遺跡群保存活用計画 

  イ 副題 

  ・～重なる史跡の保存活用～ 

  ・～史跡下寺尾官衙遺跡群・史跡下寺尾西方遺跡保存活用計画～ 

  ※題目・副題のいずれかには、史跡名が必要か 


